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せ

国
民
健
康
保
険
料
・

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

休
日
納
付
相
談

国
民
健
康
保
険
・

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

あ
な
た
の
医
療
費
を

お
知
ら
せ
し
ま
す

確
定
申
告
を
す
る
方
へ

介
護
保
険
料
・
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
は
、

社
会
保
険
料
控
除
の
対

象
と
な
り
ま
す

国
民
健
康
保
険
料
・
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料

所
得
控
除
資
料
の
交
付

は
、
は
な
し
ょ
う
ぶ
コ

ー
ル
で
受
け
付
け
ま
す

年
金
生
活
者
支
援
給
付

金
の
手
続
き
は
お
済
み

で
す
か

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

令
和
3
年
度
上
半
期
の

フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
出
店

登
録
者
を
募
集
し
ま
す

保
険
料
の
納
付
な
ど
で
お
困

り
の
方
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
日
時
】
1
月
24
日
㈰

午
前
9
時
〜
正
午

【
会
場
・
担
当
課
】

国
保
年
金
課

（
区
役
所
3
階
3
1
5
番
）

�
03（
5
6
5
4
）8
2
1
3

医
療
機
関
な
ど
へ
の
受
診
内

容
を
確
認
で
き
る
医
療
費
の
お

知
ら
せ（
医
療
費
通
知
）を
、
1

月
下
旬
に
送
付
し
ま
す
。
こ
の

通
知
は
、
確
定
申
告
の
医
療
費

控
除
に
利
用
で
き
ま
す
。

【
対
象
】

▽
国
民
健
康
保
険

令
和
2
年
6
〜
10
月
ま
で
に
医

療
機
関
な
ど
を
受
診
し
た
方

（
令
和
2
年
8
〜
12
月
ま
で
に

医
療
機
関
な
ど
か
ら
区
に
請
求

が
あ
っ
た
分
）

▽
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

令
和
2
年
12
月
1
日
現
在
、
東

京
都
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保

険
者
資
格
が
あ
り
、
令
和
元
年

9
月
〜
2
年
8
月
に
、
医
療
費

の
総
額
が
5
万
円
を
超
え
る
月

が
あ
る
方

【
問
い
合
わ
せ
】

▽
国
民
健
康
保
険
に
つ
い
て

国
保
年
金
課

�
03（
5
6
5
4
）8
2
1
2

▽
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ

い
て

東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
お
問
い
合
わ
せ
セ
ン
タ
ー

�
0
5
7
0（
0
8
6
）5
1
9

【
担
当
課
】
国
保
年
金
課

納
付
書
払
い
ま
た
は
口
座
振
替

で
納
め
た
保
険
料

1
月
下
旬
に
区
か
ら
対
象
の

方
へ
送
付
す
る
「
介
護
保
険
料

（
普
通
徴
収
）納
付
済
額
の
お
知

ら
せ
」「
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
納
付
済
額
の
お
知
ら
せ
」

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

年
金
天
引
き
で
納
め
た
保
険
料

1
月
下
旬
に
対
象
の
方
へ
各

年
金
保
険
者
か
ら
送
付
さ
れ
る

「
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収

票
」
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
（
障

害
年
金
、
遺
族
年
金
を
除
く
）。

本
人
が
申
告
す
る
場
合
に
控
除

の
対
象
と
な
り
ま
す
。

【
担
当
課
】

▽
介
護
保
険
料
に
つ
い
て

介
護
保
険
課

�
03（
5
6
5
4
）8
2
4
9

▽
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
に

つ
い
て

国
保
年
金
課

�
03（
5
6
5
4
）8
2
1
3

世
帯
主
名
・
住
所
・
電
話
番

号
な
ど
を
確
認
し
、
資
料
を
送

付
し
ま
す
。
納
付
額
は
電
話
で

は
お
答
え
し
て
い
ま
せ
ん
。

【
対
象
】
国
民
健
康
保
険
・
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
の
領
収
証

書
を
紛
失
し
た
方
で
、
確
定
申

告
を
す
る
際
に
社
会
保
険
料
控

除
の
資
料
が
必
要
な
方

【
受
付
期
間
】

1
月
18
日
㈪
〜
3
月
31
日
㈬

午
前
8
時
〜
午
後
8
時

【
問
い
合
わ
せ
】

は
な
し
ょ
う
ぶ
コ
ー
ル

�
03（
6
7
5
8
）2
2
2
2

【
担
当
課
】
国
保
年
金
課

年
金
収
入
な
ど
が
一
定
基
準

額
以
下
の
方
へ
年
金
に
上
乗
せ

し
て
支
給
さ
れ
る
給
付
金
で
す
。

今
年
度
か
ら
新
た
に
対
象
と

な
る
方
に
、
日
本
年
金
機
構
か

ら
お
知
ら
せ
を
送
付
し
て
い
ま

す
。
同
封
の
請
求
書
を
2
月
1

日
㈪（
必
着
）ま
で
に
返
送
し
て

く
だ
さ
い
。
令
和
2
年
8
月
分

か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

2
月
2
日
㈫
以
降
に
請
求
し

た
場
合
は
、
提
出
し
た
月
の
翌

月
分
か
ら
の
支
給
と
な
り
、
令

和
2
年
8
月
〜
3
年
2
月
分
は

受
け
取
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

【
問
い
合
わ
せ
】

▽
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

�
0
5
7
0（
0
5
）1
1
6
5

（
月
〜
金
曜
日
／
午
前
8
時
30

分
〜
午
後
5
時
15
分
（
月
曜
日

は
午
後
7
時
）。第
2
土
曜
日
／

午
前
9
時
30
分
〜
午
後
4
時
）

▽
葛
飾
年
金
事
務
所

�
03（
3
6
9
5
）2
1
8
1

【
担
当
課
】
国
保
年
金
課

6
カ
月
ご
と
に
登
録
者
を
募

集
し
ま
す
。
現
在
登
録
し
て
い

る
方
で
、
引
き
続
き
希
望
す
る

方
も
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

【
登
録
期
間
】
4
〜
9
月

【
出
店
日
時
】

毎
月
第
2
㈯
午
前
10
時
〜
午
後

2
時（
変
更
に
な
る
場
合
あ
り
）

【
対
象
】
区
内
在
住
の
方
36
人

（
営
利
目
的
を
除
く
。
別
途
補

欠
登
録
者
あ
り
）

【
出
店
数
】
6
店

出
店
は
無
料
で
す
。

【
出
店
内
容
】

日
用
品
・
衣
類
な
ど
の
販
売

（
食
料
品
・
医
薬
品
・
電
化
製

品
・
貴
金
属
・
美
術
品
・
骨
董

品
・
動
植
物
な
ど
を
除
く
）

【
申
込
方
法
】

往
復
ハ
ガ
キ
に「
フ
リ
ー
マ

ー
ケ
ッ
ト
」・
出
品
物
・
住
所

・
氏
名（
フ
リ
ガ
ナ
）・電
話
番

号
を
書
い
て
、2
月
15
日
㈪（
必

着
）
ま
で
（
多
数
抽
選
・
1
世

帯
1
枚
・
重
複
申
込
無
効
）。

【
そ
の
他
】

登
録
者
を
対
象
に
、
3
月
3

日
㈬
午
後
2
時
か
ら
ウ
ィ
メ
ン

ズ
パ
ル
で
、
各
月
の
出
店
者
を

決
定
し
ま
す
。

【
会
場
・
申
し
込
み
・
担
当
課
】

〒
１２４‐

００１２
立
石
5‐

27‐

1
ウ

ィ
メ
ン
ズ
パ
ル
内

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

�
03（
5
6
9
8
）2
3
1
6

令
和
3
年
第
1
回
区
議
会
定
例
会

【
日
程
】
2
月
16
日
㈫
〜
3
月
26
日
㈮（
予
定
）

傍
聴
な
ど
、
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
担
当
課
】
区
議
会
事
務
局

�
03（
5
6
5
4
）8
5
0
6

審議会などの傍聴のお知らせ
●介護保険事業審議会
介護保険事業の計画や運営上の重要な事項について審

議します。
【日時】 1月26日㈫午前10時～正午
【会場】 ウィメンズパル（立石5‐27‐1）
【定員】 5人
【申込方法】 1月18日㈪午前9時から電話で（先着順）。
【申し込み・担当課】 介護保険課 �03‐5654‐8246

●男女平等推進審議会
第6次男女平等推進計画の策定に向けて、施策の方向

や中間のまとめなどについて審議します。
【日時】 1月28日㈭午後2～4時
【会場】 ウィメンズパル（立石5‐27‐1）
【定員】20人
【申込方法】 1月18日㈪午前9時から電話で（先着順）。
【申し込み・担当課】 人権推進課 �03‐5698‐2211

●葛飾区障害者施策推進協議会
第6期障害福祉計画の案などについて協議します。

【日時】 2月1日㈪午前10時～正午
【会場】 ウェルピアかつしか（堀切3‐34‐1）
【定員】10人
【申込方法】 電話またはファクス（「推進協議会傍聴」・
住所・氏名・電話番号（ファクス番号）を記入）で、1月
25日㈪午後5時まで（多数抽選）。
【申し込み・担当課】
障害福祉課 �03‐5654‐8301 �03‐5698‐1531

10月1日～11月27日に皆さんからお寄せいただいた義援金94，489
円を、12月14日に日本赤十字社にお送りしました。
義援金をお寄せいただいた団体は以下のとおりです。

高砂けやき学園

葛飾区では、「令和2年7月豪雨災害義援金」の受け付けを
11月27日に終了しました。
受付総額は、2，968，370円でした。
長い間ご協力いただきありがとうございました。

広告 内容については広告主にお問い合わせください。

令和2年7月豪雨災害義援金
温かいご支援ありがとうございました

【担当課】 総務課 �03‐5654‐8136

12月の特殊詐欺被害は8件、約770万円です。留守番電話を使って被害を防ぎましょう。犯人は自分の声が録音されることを嫌います。
【問い合わせ】 ▽亀有警察署 �03‐3607‐0110 ▽葛飾警察署 �03‐3695‐0110【担当課】 生活安全課

はなしょうぶコール　☎03－６７５８－２２２２
午前８時～午後８時　年中無休　FAX０３－６７５８－２２２３

区の手続きや催し物の問い合わせ、がん検診の申し込みは

（２）
葛飾区ホームページ http://www.city.katsushika.lg.jp

令和3年（2021年）1月15日 No.１８２６


